
○
総
務
省
令
第

号

放
送
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
二
号
）
第
二
条
第
三
十
一
号
及
び
第
三
十
二
号
並
び
に
第
九
十
三
条
第
一
項
第
四

号
（
同
法
第
百
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
基
幹
放
送
の

業
務
に
係
る
特
定
役
員
及
び
支
配
関
係
の
定
義
並
び
に
表
現
の
自
由
享
有
基
準
の
特
例
に
関
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成

年

月

日

総
務
大
臣

高
市

早
苗

基
幹
放
送
の
業
務
に
係
る
特
定
役
員
及
び
支
配
関
係
の
定
義
並
び
に
表
現
の
自
由
享
有
基
準
の
特
例
に
関
す
る
省
令

第
一
章

総
則

（
目
的
）

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
基
幹
放
送
の
業
務
に
係
る
特
定
役
員
及
び
支
配
関
係
の
定
義
並
び
に
表
現
の
自
由
享
有
基
準
の
特
例

に
関
し
て
、
放
送
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
の
委
任
に
基
づ
く
事
項
を
定
め
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
定
義
）

1

別添２



第
二
条

こ
の
省
令
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一

取
締
役
会
設
置
会
社

会
社
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
八
十
六
号
）
第
二
条
第
七
号
に
規
定
す
る
取
締
役
会
設
置
会
社

を
い
う
。

二

指
名
委
員
会
等
設
置
会
社

会
社
法
第
二
条
第
十
二
号
に
規
定
す
る
指
名
委
員
会
等
設
置
会
社
を
い
う
。

三

業
務
執
行
取
締
役

会
社
法
第
二
条
第
十
五
号
イ
に
規
定
す
る
業
務
執
行
取
締
役
を
い
う
。

四

持
分
会
社

会
社
法
第
五
百
七
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
持
分
会
社
を
い
う
。

五

理
事
会
設
置
一
般
社
団
法
人

一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
四
十
八
号

）
第
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
理
事
会
設
置
一
般
社
団
法
人
を
い
う
。

六

業
務
執
行
理
事

一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
第
二
百
六
十
一
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る

業
務
執
行
理
事
を
い
う
。

七

学
校
法
人

私
立
学
校
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
七
十
号
）
第
三
条
に
規
定
す
る
学
校
法
人
を
い
う
。

八

社
会
福
祉
法
人

社
会
福
祉
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
四
十
五
号
）
第
二
十
二
条
に
規
定
す
る
社
会
福
祉
法
人
を
い

う
。

2



九

特
定
非
営
利
活
動
法
人

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
特
定
非

営
利
活
動
法
人
を
い
う
。

十

宗
教
法
人

宗
教
法
人
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
二
十
六
号
）
第
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
宗
教
法
人
を
い
う
。

十
一

中
小
企
業
等
協
同
組
合

中
小
企
業
等
協
同
組
合
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
一
号
）
第
三
条
に
規
定
す
る

中
小
企
業
等
協
同
組
合
を
い
う
。

十
二

民
法
組
合

民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
六
百
六
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
組
合
契
約
に
よ
っ

て
成
立
す
る
組
合
を
い
う
。

十
三

業
務
執
行
役
員

定
款
に
特
別
の
定
め
が
あ
る
場
合
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
特
別
の
事
情
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
次

の
イ
か
ら
ル
ま
で
に
掲
げ
る
法
人
又
は
団
体
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
イ
か
ら
ル
ま
で
に
定
め
る
者
を
い
う
。

イ

株
式
会
社

次
に
定
め
る
者

株
式
会
社
（
取
締
役
会
設
置
会
社
を
除
く
。
）

取
締
役

(1)

取
締
役
会
設
置
会
社
（
指
名
委
員
会
等
設
置
会
社
を
除
く
。
）

業
務
執
行
取
締
役

(2)

指
名
委
員
会
等
設
置
会
社

執
行
役

(3)

3



ロ

持
分
会
社

社
員

ハ

一
般
社
団
法
人

次
に
定
め
る
者

一
般
社
団
法
人
（
理
事
会
設
置
一
般
社
団
法
人
を
除
く
。
）

理
事

(1)

理
事
会
設
置
一
般
社
団
法
人

業
務
執
行
理
事

(2)
ニ

一
般
財
団
法
人

業
務
執
行
理
事

ホ

学
校
法
人

理
事

へ

社
会
福
祉
法
人

理
事

ト

特
定
非
営
利
活
動
法
人

理
事

チ

宗
教
法
人

代
表
役
員

リ

中
小
企
業
等
協
同
組
合

代
表
理
事

ヌ

民
法
組
合

組
合
員

ル

そ
の
他
の
法
人
又
は
団
体

イ
か
ら
ヌ
ま
で
に
定
め
る
者
に
準
ず
る
者

十
四

業
務
執
行
決
定
役
員

定
款
に
特
別
の
定
め
が
あ
る
場
合
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
特
別
の
事
情
が
あ
る
場
合
を
除
き

4



、
次
の
イ
か
ら
ル
ま
で
に
掲
げ
る
法
人
又
は
団
体
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
イ
か
ら
ル
ま
で
に
定
め
る
者
を
い
う
。

イ

株
式
会
社

取
締
役

ロ

持
分
会
社

社
員

ハ

一
般
社
団
法
人

理
事

ニ

一
般
財
団
法
人

理
事

ホ

学
校
法
人

理
事

へ

社
会
福
祉
法
人

理
事

ト

特
定
非
営
利
活
動
法
人

理
事

チ

宗
教
法
人

責
任
役
員

リ

中
小
企
業
等
協
同
組
合

理
事

ヌ

民
法
組
合

組
合
員

ル

そ
の
他
の
法
人
又
は
団
体

イ
か
ら
ヌ
ま
で
に
定
め
る
者
に
準
ず
る
者

十
五

一
般
社
団
法
人
等

一
般
社
団
法
人
、
一
般
財
団
法
人
、
学
校
法
人
、
社
会
福
祉
法
人
、
特
定
非
営
利
活
動
法
人
、

5



6

宗
教
法
人
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
法
人
又
は
団
体
を
い
う
。

十
六

申
請
者

基
幹
放
送
の
業
務
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
法
第
九
十
三
条
第
一
項
の
認
定
の
申
請
を
す
る
者
又
は
電
波
法

（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
の
規
定
に
よ
り
特
定
地
上
基
幹
放
送
局
の
免
許
の
申
請
を
す
る
者
を
い
う
。

十
七

申
請
者
等

一
の
者
（
申
請
者
又
は
申
請
者
に
対
し
て
支
配
関
係
を
有
す
る
者
を
い
う
。
）
及
び
当
該
一
の
者
が
あ

る
者
に
対
し
て
支
配
関
係
を
有
す
る
場
合
に
お
け
る
そ
の
者
（
当
該
一
の
者
が
申
請
者
に
対
し
て
支
配
関
係
を
有
す
る
者

で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
申
請
者
が
あ
る
者
に
対
し
て
支
配
関
係
を
有
す
る
場
合
に
お
け
る
そ
の
者
を
含
む
。
）
か
ら

成
る
集
団
（
申
請
者
に
対
し
て
支
配
関
係
を
有
す
る
者
及
び
申
請
者
が
あ
る
者
に
対
し
て
支
配
関
係
を
有
す
る
場
合
に
お

け
る
そ
の
者
が
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
申
請
者
）
を
い
う
。

十
八

子
会
社

法
第
百
五
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
子
会
社
を
い
う
。

十
九

関
係
会
社

法
第
百
五
十
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
関
係
会
社
を
い
う
。

二
十

認
定
放
送
持
株
会
社
等

申
請
者
等
で
あ
っ
て
、
申
請
者
を
関
係
会
社
と
す
る
認
定
放
送
持
株
会
社
を
第
十
七
号
に

規
定
す
る
一
の
者
と
す
る
も
の
を
い
う
。

二
十
一

特
定
議
決
権
保
有
関
係

一
の
者
及
び
当
該
一
の
者
の
子
会
社
そ
の
他
法
第
二
条
第
三
十
二
号
イ
に
規
定
す
る
特
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別
の
関
係
に
あ
る
者
が
地
上
基
幹
放
送
の
業
務
を
行
う
者
の
議
決
権
の
十
分
の
一
を
超
え
三
分
の
一
以
下
の
議
決
権
を
有

す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
一
の
者
と
当
該
地
上
基
幹
放
送
の
業
務
を
行
う
者
の
関
係
を
い
う
。

二
十
二

放
送
対
象
地
域

法
第
九
十
一
条
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
放
送
対
象
地
域
を
い
う
。

二
十
三

放
送
系

法
第
九
十
一
条
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る
放
送
系
を
い
う
。

二
十
四

広
域
放
送

放
送
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
電
波
監
理
委
員
会
規
則
第
十
号
）
別
表
第
五
号
（
注
）
七
に
規

定
す
る
広
域
放
送
を
い
う
。

二
十
五

県
域
放
送

放
送
法
施
行
規
則
別
表
第
五
号
（
注
）
八
に
規
定
す
る
県
域
放
送
を
い
う
。

二
十
六

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
放
送

放
送
法
施
行
規
則
別
表
第
五
号
（
注
）
九
に
規
定
す
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
放
送
を
い
う
。

二
十
七

外
国
語
放
送

放
送
法
施
行
規
則
別
表
第
五
号
（
注
）
十
に
規
定
す
る
外
国
語
放
送
を
い
う
。

二
十
八

市
区
町
村

市
町
村
（
東
京
都
の
特
別
区
の
存
す
る
区
域
及
び
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号

）
第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
都
市
に
あ
っ
て
は
、
区
）
を
い
う
。

二
十
九

ラ
ジ
オ
放
送

中
波
放
送
、
短
波
放
送
及
び
超
短
波
放
送
を
い
う
。

三
十

デ
ー
タ
放
送

電
波
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
電
波
監
理
委
員
会
規
則
第
十
四
号
）
第
二
条
第
一
項
第
二
十
八
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号
の
四
に
規
定
す
る
デ
ー
タ
放
送
を
い
う
。

三
十
一

臨
時
目
的
放
送

法
第
八
条
に
規
定
す
る
臨
時
か
つ
一
時
の
目
的
の
た
め
の
放
送
を
い
う
。

三
十
二

放
送
大
学
学
園

放
送
大
学
学
園
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
六
号
）
第
三
条
に
規
定
す
る
放
送
大
学
学
園

を
い
う
。

三
十
三

放
送
衛
星
業
務
用
の
周
波
数

国
際
電
気
通
信
連
合
憲
章
に
規
定
す
る
無
線
通
信
規
則
付
録
第
三
十
号
の
規
定
に

基
づ
き
我
が
国
に
割
り
当
て
ら
れ
た
十
一
・
七
ギ
ガ
ヘ
ル
ツ
か
ら
十
二
・
二
ギ
ガ
ヘ
ル
ツ
ま
で
の
放
送
衛
星
業
務
に
使
用

さ
れ
る
周
波
数
を
い
う
。

三
十
四

ト
ラ
ン
ス
ポ
ン
ダ
数

次
に
掲
げ
る
数
を
合
計
し
た
数
を
い
う
。

イ

標
準
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
等
の
う
ち
デ
ジ
タ
ル
放
送
に
関
す
る
送
信
の
標
準
方
式
（
平
成
二
十
三
年
総
務
省
令
第
八

十
七
号
。
以
下
「
デ
ジ
タ
ル
放
送
の
標
準
方
式
」
と
い
う
。
）
第
六
章
第
二
節
に
定
め
る
狭
帯
域
伝
送
方
式
に
よ
る
放

送
に
つ
い
て
は
、
各
放
送
に
係
る
一
秒
に
お
け
る
伝
送
容
量
（
誤
り
訂
正
等
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
一
秒
に
お

け
る
基
準
伝
送
容
量
（
使
用
す
る
伝
送
容
量
が
瞬
間
ご
と
に
変
動
す
る
場
合
に
お
い
て
、
基
準
と
な
る
伝
送
容
量
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）
を
デ
ジ
タ
ル
放
送
の
標
準
方
式
第
七
十
条
第
二
項
に
定
め
る
伝
送
速
度
で
除
し
た
数
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ロ

デ
ジ
タ
ル
放
送
の
標
準
方
式
第
六
章
第
四
節
に
定
め
る
高
度
狭
帯
域
伝
送
方
式
に
よ
る
放
送
に
つ
い
て
は
、
各
放
送

に
係
る
一
秒
に
お
け
る
伝
送
容
量
又
は
一
秒
に
お
け
る
基
準
伝
送
容
量
を
デ
ジ
タ
ル
放
送
の
標
準
方
式
第
七
十
九
条
第

二
項
に
定
め
る
伝
送
速
度
で
除
し
た
数

ハ

デ
ジ
タ
ル
放
送
の
標
準
方
式
第
五
章
第
二
節
又
は
第
六
章
第
三
節
に
定
め
る
広
帯
域
伝
送
方
式
に
よ
る
放
送
に
つ
い

て
は
、
各
放
送
に
係
る
一
秒
に
お
け
る
シ
ン
ボ
ル
数
又
は
一
秒
に
お
け
る
基
準
シ
ン
ボ
ル
数
（
使
用
す
る
シ
ン
ボ
ル
数

が
瞬
間
ご
と
に
変
動
す
る
場
合
に
お
い
て
、
基
準
と
な
る
シ
ン
ボ
ル
数
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
デ
ジ
タ
ル
放
送
の

標
準
方
式
第
五
十
二
条
第
三
項
に
定
め
る
通
信
速
度
で
除
し
た
数

ニ

デ
ジ
タ
ル
放
送
の
標
準
方
式
第
五
章
第
三
節
又
は
第
六
章
第
五
節
に
定
め
る
高
度
広
帯
域
伝
送
方
式
に
よ
る
放
送
に

つ
い
て
は
、
各
放
送
に
係
る
一
秒
に
お
け
る
シ
ン
ボ
ル
数
又
は
一
秒
に
お
け
る
基
準
シ
ン
ボ
ル
数
を
デ
ジ
タ
ル
放
送
の

標
準
方
式
第
五
十
九
条
第
三
項
に
定
め
る
通
信
速
度
で
除
し
た
数

ホ

イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
伝
送
方
式
以
外
の
伝
送
方
式
に
よ
る
放
送
に
つ
い
て
は
、
当
該
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る

方
法
に
準
ず
る
方
法
で
算
出
し
た
数

三
十
五

セ
グ
メ
ン
ト
数

次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
放
送
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
数
を
い
う
。
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イ

デ
ジ
タ
ル
放
送
の
標
準
方
式
第
四
章
第
一
節
に
定
め
る
放
送

デ
ジ
タ
ル
放
送
の
標
準
方
式
第
十
一
条
第
三
項
に
定

め
る
Ｏ
Ｆ
Ｄ
Ｍ
フ
レ
ー
ム
に
含
ま
れ
る
Ｏ
Ｆ
Ｄ
Ｍ
セ
グ
メ
ン
ト
の
数
（
使
用
す
る
セ
グ
メ
ン
ト
数
が
瞬
間
ご
と
に
変
動

す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
基
準
と
な
る
セ
グ
メ
ン
ト
数
）

ロ

デ
ジ
タ
ル
放
送
の
標
準
方
式
第
四
章
第
二
節
に
定
め
る
放
送

デ
ジ
タ
ル
放
送
の
標
準
方
式
第
二
十
八
条
第
二
項
に

定
め
る
Ｏ
Ｆ
Ｄ
Ｍ
フ
レ
ー
ム
に
含
ま
れ
る
Ｏ
Ｆ
Ｄ
Ｍ
セ
グ
メ
ン
ト
の
数
（
使
用
す
る
セ
グ
メ
ン
ト
数
が
瞬
間
ご
と
に
変

動
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
基
準
と
な
る
セ
グ
メ
ン
ト
数
）

三
十
六

国
内
基
幹
放
送
事
業
者

法
第
百
十
六
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
国
内
基
幹
放
送
事
業
者
を
い
う
。

三
十
七

認
定
経
営
基
盤
強
化
計
画

法
第
百
十
六
条
の
四
第
四
項
に
規
定
す
る
認
定
経
営
基
盤
強
化
計
画
を
い
う
。

第
二
章

基
幹
放
送
の
業
務
に
係
る
特
定
役
員
及
び
支
配
関
係
の
定
義

（
特
定
役
員
の
定
義
）

第
三
条

法
第
二
条
第
三
十
一
号
の
総
務
省
令
で
定
め
る
者
は
、
業
務
執
行
役
員
及
び
業
務
執
行
決
定
役
員
と
す
る
。

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
法
第
二
条
第
三
十
一
号
の
法
人
又
は
団
体
が
衛
星
基
幹
放
送
又
は
移
動
受
信
用
地
上
基
幹

放
送
の
業
務
を
行
う
者
で
あ
り
、
か
つ
、
当
該
法
人
又
は
団
体
の
業
務
執
行
決
定
役
員
で
あ
っ
て
業
務
執
行
役
員
で
な
い
者
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の
数
の
当
該
法
人
又
は
団
体
の
業
務
執
行
決
定
役
員
の
総
数
に
占
め
る
割
合
が
三
分
の
一
を
超
え
な
い
場
合
に
お
け
る
当
該

業
務
に
係
る
同
号
の
総
務
省
令
で
定
め
る
者
は
、
業
務
執
行
役
員
と
す
る
。

（
特
別
の
関
係
）

第
四
条

法
第
二
条
第
三
十
二
号
イ
の
総
務
省
令
で
定
め
る
特
別
の
関
係
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
関
係
と
す
る
。

一

一
の
者
が
有
す
る
法
人
又
は
団
体
（
一
般
社
団
法
人
等
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
議
決
権
の
数
の

当
該
法
人
又
は
団
体
の
議
決
権
の
総
数
に
占
め
る
割
合
が
二
分
の
一
を
超
え
る
場
合
に
お
け
る
当
該
一
の
者
（
以
下
こ
の

条
に
お
い
て
「
支
配
株
主
等
」
と
い
う
。
）
と
当
該
法
人
又
は
団
体
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
被
支
配
法
人
等
」
と
い

う
。
）
と
の
関
係

二

一
の
法
人
又
は
団
体
の
特
定
役
員
で
他
の
法
人
又
は
団
体
（
一
般
社
団
法
人
等
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。

）
の
特
定
役
員
の
地
位
を
兼
ね
る
者
の
数
の
当
該
他
の
法
人
又
は
団
体
の
特
定
役
員
の
総
数
に
占
め
る
割
合
が
二
分
の
一

を
超
え
る
場
合
に
お
け
る
当
該
一
の
法
人
又
は
団
体
と
当
該
他
の
法
人
又
は
団
体
と
の
関
係

２

被
支
配
法
人
等
が
有
す
る
他
の
法
人
又
は
団
体
（
一
般
社
団
法
人
等
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
議
決

権
の
数
の
当
該
他
の
法
人
又
は
団
体
の
議
決
権
の
総
数
に
占
め
る
割
合
が
二
分
の
一
を
超
え
る
場
合
に
は
、
当
該
他
の
法
人
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又
は
団
体
も
、
支
配
株
主
等
の
被
支
配
法
人
等
と
み
な
し
て
前
項
第
一
号
の
規
定
を
適
用
す
る
。

（
支
配
関
係
に
該
当
す
る
議
決
権
の
占
め
る
割
合
）

第
五
条

法
第
二
条
第
三
十
二
号
イ
の
総
務
省
令
で
定
め
る
割
合
は
、
十
分
の
一
と
す
る
。

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
法
第
二
条
第
三
十
二
号
イ
の
一
の
者
が
地
上
基
幹
放
送
の
業
務
に
係
る
次
の
い
ず
れ
か
に

該
当
す
る
者
で
あ
り
、
か
つ
、
同
号
イ
の
法
人
又
は
団
体
が
当
該
地
上
基
幹
放
送
の
業
務
に
係
る
放
送
対
象
地
域
と
重
複
し

な
い
放
送
対
象
地
域
に
お
い
て
地
上
基
幹
放
送
の
業
務
を
行
う
者
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
当
該
業
務
に
係
る
同
号
イ
の
総
務

省
令
で
定
め
る
割
合
は
、
三
分
の
一
と
す
る
。

一

申
請
者

二

一
の
者
及
び
当
該
一
の
者
の
子
会
社
そ
の
他
法
第
二
条
第
三
十
二
号
イ
に
規
定
す
る
特
別
の
関
係
に
あ
る
者
が
有
す
る

申
請
者
の
議
決
権
の
数
の
当
該
申
請
者
の
議
決
権
の
総
数
に
占
め
る
割
合
が
十
分
の
一
を
超
え
る
場
合
に
お
け
る
当
該
一

の
者
（
認
定
放
送
持
株
会
社
を
除
く
。
）

３

第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
法
第
二
条
第
三
十
二
号
イ
の
法
人
又
は
団
体
が
衛
星
基
幹
放
送
又
は
移
動
受
信
用
地
上

基
幹
放
送
の
業
務
を
行
う
者
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
当
該
業
務
に
係
る
同
号
イ
の
総
務
省
令
で
定
め
る
割
合
は
、
三
分
の
一
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と
す
る
。

（
支
配
関
係
に
該
当
す
る
兼
任
役
員
の
占
め
る
割
合
）

第
六
条

法
第
二
条
第
三
十
二
号
ロ
の
総
務
省
令
で
定
め
る
割
合
は
、
五
分
の
一
と
す
る
。

（
法
第
二
条
第
三
十
二
号
ハ
に
定
め
る
場
合
）

第
七
条

法
第
二
条
第
三
十
二
号
ハ
の
総
務
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
一
の
法
人
又
は
団
体
の
代
表
権
を
有
す
る
特
定
役
員
又

は
常
勤
の
特
定
役
員
が
他
の
法
人
又
は
団
体
の
代
表
権
を
有
す
る
特
定
役
員
又
は
常
勤
の
特
定
役
員
の
地
位
を
兼
ね
る
場
合

と
す
る
。

第
三
章

基
幹
放
送
の
業
務
に
係
る
表
現
の
自
由
享
有
基
準
の
特
例

（
通
則
）

第
八
条

法
第
九
十
三
条
第
一
項
第
四
号
た
だ
し
書
（
法
第
百
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
の
総
務
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
申
請
者
等
（
二
以
上
の
者
が
申
請
者
に
対
し
て
支
配
関
係
を
有
す
る
場
合
に

あ
っ
て
は
、
当
該
二
以
上
の
者
ご
と
の
申
請
者
等
）
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
適
合
す
る
場
合
（
当
該
申
請
者
等
が
認
定

放
送
持
株
会
社
等
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
認
定
放
送
持
株
会
社
等
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
適
合
す
る
場
合
又
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は
当
該
認
定
放
送
持
株
会
社
等
に
係
る
認
定
放
送
持
株
会
社
が
次
条
各
号
の
い
ず
れ
に
も
適
合
す
る
場
合
）
と
す
る
。
た
だ

し
、
基
幹
放
送
の
普
及
及
び
健
全
な
発
達
の
た
め
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
そ
の
他
特
別
の
事
情
が
あ
る
場
合
は
、

こ
の
限
り
で
は
な
い
。

一

申
請
者
等
が
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
に
よ
る
地
上
基
幹
放
送
の
業
務
に
関
し
使
用
す
る
放
送
系
の
数
の
合
計
が
一
を
超
え

る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
こ
と
。

イ

当
該
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
に
よ
る
地
上
基
幹
放
送
の
業
務
に
係
る
放
送
対
象
地
域
が
重
複
し
な
い
こ
と
。

ロ

特
定
議
決
権
保
有
関
係
を
支
配
関
係
に
該
当
し
な
い
も
の
と
み
な
し
た
場
合
に
、
申
請
者
等
が
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送

に
よ
る
地
上
基
幹
放
送
の
業
務
に
関
し
使
用
す
る
放
送
系
の
数
の
合
計
が
一
を
超
え
な
い
こ
と
。

二

申
請
者
等
が
ラ
ジ
オ
放
送
（
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
放
送
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
よ
る
地
上
基
幹
放
送

の
業
務
に
関
し
使
用
す
る
放
送
系
の
数
の
合
計
が
四
を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
こ
と
。

イ

当
該
ラ
ジ
オ
放
送
に
よ
る
地
上
基
幹
放
送
の
業
務
に
係
る
一
の
放
送
対
象
地
域
の
全
部
又
は
一
部
に
お
い
て
申
請
者

等
が
ラ
ジ
オ
放
送
に
よ
る
地
上
基
幹
放
送
の
業
務
に
関
し
使
用
す
る
放
送
系
の
数
の
合
計
（
ロ
の
放
送
系
の
数
の
合
計

に
含
ま
れ
る
も
の
を
除
く
。
）
に
ロ
の
放
送
系
の
数
の
合
計
を
加
え
た
数
が
、
い
ず
れ
の
放
送
対
象
地
域
に
お
い
て
も
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四
を
超
え
な
い
こ
と
。

ロ

特
定
議
決
権
保
有
関
係
を
支
配
関
係
に
該
当
し
な
い
も
の
と
み
な
し
た
場
合
に
、
申
請
者
等
が
ラ
ジ
オ
放
送
に
よ
る

地
上
基
幹
放
送
の
業
務
に
関
し
使
用
す
る
放
送
系
の
数
の
合
計
が
四
を
超
え
な
い
こ
と
。

三

特
定
議
決
権
保
有
関
係
を
支
配
関
係
に
該
当
し
な
い
も
の
と
み
な
し
た
場
合
に
、
申
請
者
等
が
ラ
ジ
オ
放
送
（
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
放
送
に
限
る
。
）
に
よ
る
地
上
基
幹
放
送
の
業
務
に
関
し
使
用
す
る
放
送
系
の
数
の
合
計
が
一
を
超
え
る
場
合
に

あ
っ
て
は
、
そ
れ
ら
の
放
送
系
に
係
る
放
送
対
象
地
域
が
い
ず
れ
も
特
定
の
一
の
市
区
町
村
の
区
域
を
そ
の
全
部
又
は
一

部
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

四

申
請
者
等
に
ラ
ジ
オ
放
送
（
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
放
送
を
除
く
。
）
に
よ
る
地
上
基
幹
放
送
の
業
務
を
行
う
者
及
び
ラ
ジ
オ

放
送
（
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
放
送
に
限
る
。
）
に
よ
る
地
上
基
幹
放
送
の
業
務
を
行
う
者
の
い
ず
れ
も
が
属
す
る
場
合
に
あ
っ

て
は
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
こ
と
。

イ

当
該
ラ
ジ
オ
放
送
（
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
放
送
を
除
く
。
）
に
よ
る
地
上
基
幹
放
送
の
業
務
に
係
る
放
送
対
象
地
域
と
当

該
ラ
ジ
オ
放
送
（
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
放
送
に
限
る
。
）
に
よ
る
地
上
基
幹
放
送
の
業
務
に
係
る
放
送
対
象
地
域
と
が
重
複

し
な
い
こ
と
。
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ロ

特
定
議
決
権
保
有
関
係
を
支
配
関
係
に
該
当
し
な
い
も
の
と
み
な
し
た
場
合
に
、
申
請
者
等
に
ラ
ジ
オ
放
送
（
コ
ミ

ュ
ニ
テ
ィ
放
送
を
除
く
。
）
に
よ
る
地
上
基
幹
放
送
の
業
務
を
行
う
者
又
は
ラ
ジ
オ
放
送
（
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
放
送
に
限

る
。
）
に
よ
る
地
上
基
幹
放
送
の
業
務
を
行
う
者
の
い
ず
れ
か
が
属
さ
な
い
こ
と
。

五

申
請
者
等
に
係
る
第
二
条
第
十
七
号
に
規
定
す
る
一
の
者
が
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
に
よ
る
地
上
基
幹
放
送
の
業
務
を
自

ら
行
い
、
又
は
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
に
よ
る
地
上
基
幹
放
送
の
業
務
を
行
う
者
に
対
し
て
支
配
関
係
を
有
し
、
か
つ
、
当

該
一
の
者
が
そ
れ
ら
の
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
に
よ
る
地
上
基
幹
放
送
の
業
務
に
係
る
放
送
対
象
地
域
と
重
複
す
る
放
送
対

象
地
域
に
お
い
て
ラ
ジ
オ
放
送
（
全
国
放
送
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
よ
る
地
上
基
幹
放
送
の
業
務

を
自
ら
行
い
、
又
は
ラ
ジ
オ
放
送
に
よ
る
地
上
基
幹
放
送
の
業
務
を
行
う
者
に
対
し
て
支
配
関
係
を
有
す
る
場
合
に
あ
っ

て
は
、
当
該
一
の
者
が
当
該
重
複
す
る
地
域
に
お
い
て
新
聞
社
を
自
ら
経
営
し
、
又
は
新
聞
社
を
経
営
す
る
者
に
対
し
て

支
配
関
係
を
有
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
。
た
だ
し
、
当
該
重
複
す
る
地
域
に
お
い
て
、
他
に
基
幹
放
送
事
業
者
、
新
聞
社

、
通
信
社
そ
の
他
の
ニ
ュ
ー
ス
又
は
情
報
の
頒
布
を
業
と
す
る
事
業
者
が
あ
る
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
一
の
者
（
当
該
一

の
者
が
あ
る
者
に
対
し
て
支
配
関
係
を
有
す
る
場
合
に
お
け
る
そ
の
者
を
含
む
。
）
が
ニ
ュ
ー
ス
又
は
情
報
の
独
占
的
頒

布
を
行
う
こ
と
と
な
る
お
そ
れ
が
な
い
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
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六

申
請
者
等
が
衛
星
基
幹
放
送
の
業
務
に
関
し
使
用
す
る
ト
ラ
ン
ス
ポ
ン
ダ
数
の
合
計
が
四
を
超
え
な
い
こ
と
。

七

申
請
者
等
に
地
上
基
幹
放
送
の
業
務
を
行
う
者
及
び
衛
星
基
幹
放
送
の
業
務
を
行
う
者
の
い
ず
れ
も
が
属
す
る
場
合
に

あ
っ
て
は
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
こ
と
。

イ

一
の
者
及
び
当
該
一
の
者
の
子
会
社
そ
の
他
法
第
二
条
第
三
十
二
号
イ
に
規
定
す
る
特
別
の
関
係
に
あ
る
者
が
有
す

る
衛
星
基
幹
放
送
（
放
送
衛
星
業
務
用
の
周
波
数
を
使
用
し
て
行
わ
れ
る
も
の
に
限
る
。
イ
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
業

務
を
行
う
者
の
議
決
権
の
数
の
当
該
衛
星
基
幹
放
送
の
業
務
を
行
う
者
の
議
決
権
の
総
数
に
占
め
る
割
合
が
三
分
の
一

を
超
え
二
分
の
一
以
下
の
場
合
に
お
け
る
当
該
一
の
者
と
当
該
衛
星
基
幹
放
送
の
業
務
を
行
う
者
の
関
係
を
支
配
関
係

に
該
当
し
な
い
も
の
と
み
な
し
た
場
合
に
、
申
請
者
等
に
地
上
基
幹
放
送
の
業
務
を
行
う
者
又
は
衛
星
基
幹
放
送
の
業

務
を
行
う
者
の
い
ず
れ
か
が
属
さ
な
い
こ
と
。

ロ

申
請
者
等
が
衛
星
基
幹
放
送
（
放
送
衛
星
業
務
用
の
周
波
数
を
使
用
し
て
行
わ
れ
る
も
の
を
除
く
。
）
の
業
務
に
関

し
使
用
す
る
ト
ラ
ン
ス
ポ
ン
ダ
数
の
合
計
が
二
を
超
え
な
い
こ
と
。

八

申
請
者
等
が
移
動
受
信
用
地
上
基
幹
放
送
（
全
国
放
送
に
限
る
。
）
の
業
務
に
関
し
使
用
す
る
セ
グ
メ
ン
ト
数
の
合
計

が
十
三
を
超
え
な
い
こ
と
。
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九

申
請
者
等
が
移
動
受
信
用
地
上
基
幹
放
送
（
広
域
放
送
又
は
県
域
放
送
に
限
る
。
）
の
業
務
に
関
し
使
用
す
る
セ
グ
メ

ン
ト
数
の
合
計
が
一
の
放
送
対
象
地
域
に
お
い
て
六
を
超
え
ず
、
か
つ
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
こ
と
。

イ

当
該
移
動
受
信
用
地
上
基
幹
放
送
の
業
務
に
係
る
放
送
対
象
地
域
の
数
が
二
を
超
え
な
い
こ
と
。

ロ

当
該
移
動
受
信
用
地
上
基
幹
放
送
の
業
務
に
係
る
放
送
対
象
地
域
の
数
が
二
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
こ
れ
ら
の

放
送
対
象
地
域
が
隣
接
す
る
こ
と
。

十

申
請
者
等
に
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
が
属
さ
な
い
こ
と
。

イ

地
上
基
幹
放
送
（
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
及
び
ラ
ジ
オ
放
送
を
除
く
。
）
の
業
務
を
行
う
者

ロ

移
動
受
信
用
地
上
基
幹
放
送
（
全
国
放
送
、
広
域
放
送
及
び
県
域
放
送
を
除
く
。
）
の
業
務
を
行
う
者

ハ

日
本
放
送
協
会
又
は
放
送
大
学
学
園

（
認
定
放
送
持
株
会
社
で
あ
っ
て
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
）

第
九
条

法
第
百
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
法
第
九
十
三
条
第
一
項
第
四
号
ハ
の
認
定
放
送
持

株
会
社
で
あ
っ
て
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
適
合
す
る
認
定
放
送
持
株
会
社
と
す
る
。
た
だ

し
、
基
幹
放
送
の
普
及
及
び
健
全
な
発
達
の
た
め
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
そ
の
他
特
別
の
事
情
が
あ
る
場
合
は
、
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こ
の
限
り
で
は
な
い
。

一

当
該
認
定
放
送
持
株
会
社
に
係
る
認
定
放
送
持
株
会
社
等
が
前
条
各
号
（
第
一
号
ロ
、
第
二
号
ロ
、
第
三
号
、
第
四
号

ロ
及
び
第
七
号
イ
を
除
く
。
）
の
い
ず
れ
に
も
適
合
す
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
二
号
イ
中
「
の
数
の
合

計
（
ロ
の
放
送
系
の
数
の
合
計
に
含
ま
れ
る
も
の
を
除
く
。
）
に
ロ
の
放
送
系
の
数
の
合
計
を
加
え
た
数
」
と
あ
る
の
は

、
「
の
数
の
合
計
」
と
す
る
。

二

当
該
認
定
放
送
持
株
会
社
に
係
る
認
定
放
送
持
株
会
社
等
が
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
当
該
認
定

放
送
持
株
会
社
等
が
前
条
第
一
号
ロ
、
第
二
号
ロ
、
第
三
号
及
び
第
四
号
ロ
の
い
ず
れ
に
も
適
合
す
る
場
合
は
、
こ
の
限

り
で
な
い
。

イ

特
定
議
決
権
保
有
関
係
を
支
配
関
係
に
該
当
し
な
い
も
の
と
み
な
し
た
場
合
に
、
次
に
掲
げ
る
数
の
合
計
が
十
二
を

超
え
な
い
こ
と
。

当
該
認
定
放
送
持
株
会
社
等
が
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
及
び
ラ
ジ
オ
放
送
（
全
国
放
送
、
外
国
語
放
送
及
び
コ
ミ
ュ

(1)
ニ
テ
ィ
放
送
を
除
く
。
）
に
よ
る
地
上
基
幹
放
送
の
業
務
に
関
し
使
用
す
る
放
送
系
に
係
る
放
送
対
象
地
域
の
全
部

又
は
一
部
を
含
む
都
道
府
県
の
数
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当
該
認
定
放
送
持
株
会
社
等
が
ラ
ジ
オ
放
送
（
全
国
放
送
及
び
外
国
語
放
送
に
限
る
。
）
に
よ
る
地
上
基
幹
放
送

(2)
の
業
務
に
関
し
使
用
す
る
放
送
系
の
数

当
該
認
定
放
送
持
株
会
社
等
が
ラ
ジ
オ
放
送
（
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
放
送
に
限
る
。
）
に
よ
る
地
上
基
幹
放
送
の
業
務

(3)
に
関
し
使
用
す
る
放
送
系
に
係
る
放
送
対
象
地
域
の
全
部
又
は
一
部
を
含
む
市
区
町
村
の
数

ロ

次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
こ
と
。

当
該
認
定
放
送
持
株
会
社
の
関
係
会
社
で
あ
る
地
上
基
幹
放
送
の
業
務
を
行
う
者
が
、
二
以
上
の
放
送
系
に
係
る

(1)
地
上
基
幹
放
送
の
業
務
を
自
ら
行
う
も
の
で
な
い
こ
と
。

当
該
認
定
放
送
持
株
会
社
の
関
係
会
社
で
あ
る
地
上
基
幹
放
送
の
業
務
を
行
う
者
が
、
当
該
地
上
基
幹
放
送
の
業

(2)
務
に
係
る
放
送
対
象
地
域
と
重
複
す
る
放
送
対
象
地
域
に
お
い
て
地
上
基
幹
放
送
の
業
務
を
行
う
者
に
対
し
て
支
配

関
係
を
有
し
な
い
こ
と
。

特
定
議
決
権
保
有
関
係
を
支
配
関
係
に
該
当
し
な
い
も
の
と
み
な
し
た
場
合
に
、
当
該
認
定
放
送
持
株
会
社
の
関

(3)
係
会
社
で
あ
る
地
上
基
幹
放
送
の
業
務
を
行
う
者
が
、
他
の
地
上
基
幹
放
送
の
業
務
を
行
う
者
に
対
し
て
支
配
関
係

を
有
し
な
い
こ
と
。
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三

当
該
認
定
放
送
持
株
会
社
に
係
る
認
定
放
送
持
株
会
社
等
が
衛
星
基
幹
放
送
（
放
送
衛
星
業
務
用
の
周
波
数
を
使
用
し

て
行
わ
れ
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
業
務
に
関
し
使
用
す
る
ト
ラ
ン
ス
ポ
ン
ダ
数
の
合
計
が

〇
・
五
を
超
え
ず
、
か
つ
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
当
該
認
定
放
送
持
株
会
社
等
が
前
条
第
七
号

イ
に
適
合
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

イ

当
該
認
定
放
送
持
株
会
社
の
関
係
会
社
で
あ
る
地
上
基
幹
放
送
の
業
務
を
行
う
者
が
衛
星
基
幹
放
送
の
業
務
を
自
ら

行
う
も
の
で
な
い
こ
と
。

ロ

当
該
認
定
放
送
持
株
会
社
の
関
係
会
社
で
あ
る
地
上
基
幹
放
送
の
業
務
を
行
う
者
又
は
衛
星
基
幹
放
送
の
業
務
を
行

う
者
の
一
方
の
者
が
他
方
の
者
に
対
し
て
支
配
関
係
を
有
し
な
い
こ
と
。

四

基
幹
放
送
の
業
務
を
行
う
者
（
当
該
認
定
放
送
持
株
会
社
の
子
会
社
を
除
く
。
）
の
特
定
役
員
で
当
該
認
定
放
送
持
株

会
社
の
特
定
役
員
の
地
位
を
兼
ね
る
者
の
数
の
当
該
認
定
放
送
持
株
会
社
の
特
定
役
員
の
総
数
に
占
め
る
割
合
が
五
分
の

一
を
超
え
な
い
こ
と
。

五

基
幹
放
送
の
業
務
を
行
う
者
（
当
該
認
定
放
送
持
株
会
社
の
子
会
社
を
除
く
。
）
の
代
表
権
を
有
す
る
特
定
役
員
又
は

常
勤
の
特
定
役
員
が
当
該
認
定
放
送
持
株
会
社
の
代
表
権
を
有
す
る
特
定
役
員
又
は
常
勤
の
特
定
役
員
の
地
位
を
兼
ね
な



22

い
こ
と
。

（
認
定
経
営
基
盤
強
化
計
画
に
従
っ
て
特
例
役
員
兼
任
関
係
を
有
す
る
場
合
の
特
例
）

第
十
条

一
の
法
人
又
は
団
体
が
認
定
経
営
基
盤
強
化
計
画
を
提
出
し
た
国
内
基
幹
放
送
事
業
者
（
そ
の
国
内
基
幹
放
送
の
業

務
に
係
る
放
送
対
象
地
域
が
法
第
百
十
六
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
放
送
対
象
地
域
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
に
対

し
て
当
該
認
定
経
営
基
盤
強
化
計
画
に
従
っ
て
特
例
役
員
兼
任
関
係
を
有
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
一
の
法
人
又
は
団
体
を

第
二
条
第
十
七
号
に
規
定
す
る
一
の
者
と
す
る
申
請
者
等
に
対
す
る
前
二
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
特
例
役
員

兼
任
関
係
は
、
支
配
関
係
に
該
当
し
な
い
も
の
と
み
な
す
。

２

前
項
の
特
例
役
員
兼
任
関
係
と
は
、
同
項
の
一
の
法
人
又
は
団
体
の
特
定
役
員
で
同
項
の
国
内
基
幹
放
送
事
業
者
の
特
定

役
員
の
地
位
を
兼
ね
る
者
の
数
の
当
該
国
内
基
幹
放
送
事
業
者
の
特
定
役
員
の
総
数
に
占
め
る
割
合
が
五
分
の
一
を
超
え
三

分
の
一
以
下
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
当
該
一
の
法
人
又
は
団
体
と
当
該
国
内
基
幹
放
送
事
業
者
の
関
係
を
い
う
。

（
経
営
困
難
状
態
等
に
係
る
特
例
）

第
十
一
条

地
上
基
幹
放
送
の
業
務
を
行
う
者
又
は
当
該
者
に
対
し
て
支
配
関
係
を
有
す
る
者
（
認
定
放
送
持
株
会
社
及
び
そ

の
関
係
会
社
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
支
配
株
主
等
」
と
い
う
。
）
が
他
の
地
上
基
幹
放
送
の
業
務
を
行
う
者
に
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対
し
て
支
配
関
係
を
有
す
る
場
合
で
、
か
つ
、
当
該
他
の
地
上
基
幹
放
送
の
業
務
を
行
う
者
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
場
合
は
、
当
該
支
配
株
主
等
を
第
二
条
第
十
七
号
に
規
定
す
る
一
の
者
と
す
る
申
請
者
等
に
対
す
る
第
八
条
（
第
一

号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
他
の
地
上
基
幹
放
送
の
業
務
は
、
地
上
基
幹
放

送
の
業
務
に
該
当
し
な
い
も
の
と
み
な
す
。

一

当
該
他
の
地
上
基
幹
放
送
の
業
務
に
係
る
認
定
等
（
地
上
基
幹
放
送
の
業
務
の
認
定
又
は
特
定
地
上
基
幹
放
送
局
の
免

許
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
有
効
期
間
中
に
次
に
掲
げ
る
事
項
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
た
こ
と
（
当

該
認
定
等
の
時
よ
り
前
の
時
に
次
に
掲
げ
る
事
項
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
た
こ
と
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
支
配
株
主
等

が
当
該
他
の
地
上
基
幹
放
送
の
業
務
を
行
う
者
に
対
し
て
支
配
関
係
を
有
し
な
い
こ
と
に
よ
り
当
該
他
の
地
上
基
幹
放
送

の
業
務
を
行
う
者
が
次
の
認
定
更
新
等
（
地
上
基
幹
放
送
の
業
務
の
認
定
の
更
新
又
は
特
定
地
上
基
幹
放
送
局
の
再
免
許

を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
時
ま
で
に
当
該
業
務
を
維
持
す
る
こ
と
が
困
難
に
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
財

政
状
態
に
あ
る
場
合
に
限
る
。
）
。

イ

会
社
更
生
法

（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
四
号
）
の
更
生
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け
て
い
る
こ
と
。

ロ

民
事
再
生
法

（
平
成
十
一
年
法
律
第
二
百
二
十
五
号
）
の
再
生
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け
て
い
る
こ
と
。
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ハ

債
務
超
過
の
状
態
が
二
年
間
継
続
し
て
お
り
、
か
つ
、
債
務
超
過
の
状
態
に
あ
る
事
業
年
度
を
含
む
連
続
す
る
三
以

上
の
事
業
年
度
に
お
い
て
経
常
損
失
が
生
じ
て
い
る
こ
と
。

二

当
該
他
の
地
上
基
幹
放
送
の
業
務
に
係
る
直
近
の
認
定
更
新
等
の
時
に
前
号
に
規
定
す
る
財
政
状
態
に
あ
る
場
合
に
該

当
し
て
お
り
、
か
つ
、
当
該
財
政
状
態
に
あ
る
場
合
に
該
当
す
る
こ
と
。

三

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
当
該
他
の
地
上
基
幹
放
送
の
業
務
に
係
る
直
近
の
認
定
更
新
等
の
時
に
第
一
号
又
は

前
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
（
第
一
号
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
同
号
に
規
定
す
る
財
政
状
態
に
あ
る
場
合
に
限

る
。
）
と
し
て
当
該
基
幹
放
送
の
業
務
に
係
る
認
定
更
新
等
を
受
け
て
い
る
こ
と
。

２

前
項
に
規
定
す
る
他
の
地
上
基
幹
放
送
の
業
務
を
行
う
者
は
、
そ
の
者
の
財
政
状
態
を
証
す
る
書
類
を
総
務
大
臣
に
提
出

し
、
そ
の
財
政
状
態
が
同
項
第
一
号
ハ
に
掲
げ
る
事
項
に
該
当
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
、
総
務
大
臣
の
確
認
を
受
け
る
こ

と
が
で
き
る
。

（
特
定
隣
接
地
域
等
に
係
る
特
例
）

第
十
二
条

申
請
者
等
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
適
合
す
る
場
合
は
、
当
該
申
請
者
等
に
対
す
る
第
八
条
の
規
定
の
適
用
に

つ
い
て
は
、
当
該
申
請
者
等
は
同
条
第
一
号
の
規
定
に
適
合
す
る
も
の
と
み
な
す
。



25

一

申
請
者
等
が
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
に
よ
る
地
上
基
幹
放
送
の
業
務
に
関
し
使
用
す
る
放
送
系
の
数
の
合
計
が
一
を
超
え

、
か
つ
、
当
該
放
送
系
に
係
る
放
送
対
象
地
域
が
重
複
し
な
い
こ
と
。

二

特
定
議
決
権
保
有
関
係
を
支
配
関
係
に
該
当
し
な
い
も
の
と
み
な
し
た
場
合
に
、
申
請
者
等
が
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
に

よ
る
地
上
基
幹
放
送
の
業
務
に
関
し
使
用
す
る
放
送
系
に
係
る
放
送
対
象
地
域
の
全
部
が
次
号
の
特
定
隣
接
地
域
に
含
ま

れ
る
こ
と
。

三

特
定
議
決
権
保
有
関
係
を
法
第
二
条
第
三
十
二
号
イ
の
関
係
に
該
当
す
る
も
の
と
み
な
し
、
か
つ
、
同
号
ロ
及
び
ハ
に

規
定
す
る
関
係
を
支
配
関
係
に
該
当
し
な
い
も
の
と
み
な
し
た
場
合
に
、
申
請
者
等
が
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
に
よ
る
地
上

基
幹
放
送
の
業
務
に
関
し
使
用
す
る
放
送
系
に
係
る
放
送
対
象
地
域
の
集
合
が
、
一
の
特
定
隣
接
地
域
を
構
成
す
る
こ
と
。

２

認
定
放
送
持
株
会
社
等
が
前
項
各
号
の
規
定
に
適
合
す
る
場
合
は
、
当
該
認
定
放
送
持
株
会
社
等
に
対
す
る
第
九
条
第
二

号
ロ
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
号
ロ

か
ら

ま
で
の
規
定
中
「
こ
と
」
と
あ
る
の
は
、
「
こ
と
。
た
だ
し
、
当
該

(1)

(3)

地
上
基
幹
放
送
の
業
務
が
い
ず
れ
も
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
に
よ
る
地
上
基
幹
放
送
の
業
務
で
あ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な

い
」
と
す
る
。

３

第
一
項
の
特
定
隣
接
地
域
と
は
、
二
以
上
の
放
送
対
象
地
域
（
全
国
放
送
、
広
域
放
送
及
び
外
国
語
放
送
に
係
る
も
の
を
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除
く
。
）
の
う
ち
の
特
定
の
一
の
放
送
対
象
地
域
に
当
該
二
以
上
の
放
送
対
象
地
域
の
う
ち
の
他
の
全
て
の
放
送
対
象
地
域

が
隣
接
す
る
位
置
関
係
に
あ
る
場
合
（
当
該
位
置
関
係
と
同
程
度
に
地
域
的
関
連
性
が
密
接
で
あ
る
も
の
と
し
て
総
務
大
臣

が
告
示
す
る
地
域
に
該
当
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
お
け
る
当
該
二
以
上
の
放
送
対
象
地
域
の
集
合
を
い
う
。

４

第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
は
、
ラ
ジ
オ
放
送
（
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
放
送
を
除
く
。
）
を
行
う
地
上
基
幹
放
送
の
業
務
に
つ

い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
一
項
中
「
同
条
第
一
号
」
と
あ
る
の
は
、
「
同
条
第
二
号
」
と
読
み
替
え
る
も

の
と
す
る
。

５

申
請
者
等
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
適
合
す
る
場
合
は
、
当
該
申
請
者
等
に
対
す
る
第
八
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て

は
、
当
該
申
請
者
等
は
同
条
第
三
号
の
規
定
に
適
合
す
る
も
の
と
み
な
す
。

一

申
請
者
等
が
ラ
ジ
オ
放
送
（
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
放
送
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
よ
る
地
上
基
幹
放
送

の
業
務
に
関
し
使
用
す
る
放
送
系
の
数
の
合
計
が
一
を
超
え
、
か
つ
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
こ
と
。

イ

当
該
ラ
ジ
オ
放
送
に
よ
る
地
上
基
幹
放
送
の
業
務
に
係
る
放
送
対
象
地
域
が
重
複
し
な
い
こ
と
。

ロ

特
定
議
決
権
保
有
関
係
を
支
配
関
係
に
該
当
し
な
い
も
の
と
み
な
し
た
場
合
に
、
申
請
者
等
が
一
の
都
道
府
県
に
お

い
て
ラ
ジ
オ
放
送
に
よ
る
地
上
基
幹
放
送
の
業
務
に
関
し
使
用
す
る
放
送
系
の
数
の
合
計
が
、
い
ず
れ
の
都
道
府
県
に
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お
い
て
も
一
を
超
え
な
い
こ
と
。

二

特
定
議
決
権
保
有
関
係
を
支
配
関
係
に
該
当
し
な
い
も
の
と
み
な
し
た
場
合
に
、
申
請
者
等
が
ラ
ジ
オ
放
送
に
よ
る
地

上
基
幹
放
送
の
業
務
に
関
し
使
用
す
る
放
送
系
に
係
る
放
送
対
象
地
域
が
属
す
る
都
道
府
県
が
全
て
次
号
の
特
定
隣
接
都

道
府
県
に
含
ま
れ
る
こ
と
。

三

特
定
議
決
権
保
有
関
係
を
法
第
二
条
第
三
十
二
号
イ
の
関
係
に
該
当
す
る
も
の
と
み
な
し
、
か
つ
、
同
号
ロ
及
び
ハ
に

規
定
す
る
関
係
を
支
配
関
係
に
該
当
し
な
い
も
の
と
み
な
し
た
場
合
に
、
申
請
者
等
が
ラ
ジ
オ
放
送
に
よ
る
地
上
基
幹
放

送
の
業
務
に
関
し
使
用
す
る
放
送
系
に
係
る
放
送
対
象
地
域
が
属
す
る
都
道
府
県
の
集
合
が
、
一
の
特
定
隣
接
都
道
府
県

を
構
成
す
る
こ
と
。

６

認
定
放
送
持
株
会
社
等
が
前
項
各
号
の
規
定
に
適
合
す
る
場
合
は
、
当
該
認
定
放
送
持
株
会
社
等
に
対
す
る
第
九
条
第
二

号
ロ
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
号
ロ

か
ら

ま
で
の
規
定
中
「
こ
と
」
と
あ
る
の
は
、
「
こ
と
。
た
だ
し
、
当
該

(1)

(3)

地
上
基
幹
放
送
の
業
務
が
い
ず
れ
も
ラ
ジ
オ
放
送
（
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
放
送
に
限
る
。
）
に
よ
る
地
上
基
幹
放
送
の
業
務
で
あ

る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
」
と
す
る
。

７

第
五
項
の
特
定
隣
接
都
道
府
県
と
は
、
二
以
上
の
都
道
府
県
の
う
ち
の
特
定
の
一
の
都
道
府
県
に
当
該
二
以
上
の
都
道
府
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県
の
う
ち
の
他
の
全
て
の
都
道
府
県
が
隣
接
す
る
位
置
関
係
に
あ
る
場
合
（
第
三
項
に
規
定
す
る
総
務
大
臣
が
告
示
す
る
地

域
に
該
当
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
お
け
る
当
該
二
以
上
の
都
道
府
県
の
集
合
を
い
う
。

（
第
九
条
第
二
号
ロ
の
規
定
の
適
用
に
係
る
特
例
）

第
十
三
条

認
定
放
送
持
株
会
社
等
に
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
に
よ
る
地
上
基
幹
放
送
の
業
務
を
行
う
者
及
び
ラ
ジ
オ
放
送
に
よ

る
地
上
基
幹
放
送
の
業
務
を
行
う
者
の
い
ず
れ
も
が
属
す
る
場
合
は
、
当
該
認
定
放
送
持
株
会
社
等
に
対
す
る
第
九
条
第
二

号
ロ
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
号
ロ

か
ら

ま
で
の
規
定
中
「
こ
と
」
と
あ
る
の
は
、
「
こ
と
。
た
だ
し
、
当
該

(1)

(3)

地
上
基
幹
放
送
の
業
務
の
う
ち
一
方
が
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
に
よ
る
地
上
基
幹
放
送
の
業
務
で
あ
り
、
か
つ
、
他
方
が
ラ
ジ

オ
放
送
に
よ
る
地
上
基
幹
放
送
の
業
務
で
あ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
」
と
す
る
。

２

認
定
放
送
持
株
会
社
等
が
第
八
条
第
二
号
の
規
定
に
適
合
す
る
場
合
は
、
当
該
認
定
放
送
持
株
会
社
等
に
対
す
る
第
九
条

第
二
号
ロ
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
号
ロ

か
ら

ま
で
の
規
定
中
「
こ
と
」
と
あ
る
の
は
、
「
こ
と
。
た
だ
し
、

(1)

(3)

当
該
地
上
基
幹
放
送
の
業
務
が
い
ず
れ
も
ラ
ジ
オ
放
送
（
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
放
送
を
除
く
。
）
に
よ
る
地
上
基
幹
放
送
の
業
務

で
あ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
」
と
す
る
。

３

認
定
放
送
持
株
会
社
等
が
第
八
条
第
三
号
の
規
定
に
適
合
す
る
場
合
は
、
当
該
認
定
放
送
持
株
会
社
等
に
対
す
る
第
九
条
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第
二
号
ロ
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
号
ロ

か
ら

ま
で
の
規
定
中
「
こ
と
」
と
あ
る
の
は
、
「
こ
と
。
た
だ
し
、

(1)

(3)

当
該
地
上
基
幹
放
送
の
業
務
が
い
ず
れ
も
ラ
ジ
オ
放
送
（
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
放
送
に
限
る
。
）
に
よ
る
地
上
基
幹
放
送
の
業
務

で
あ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
」
と
す
る
。

（
雑
則
）

第
十
四
条

次
に
掲
げ
る
基
幹
放
送
の
業
務
は
、
第
八
条
及
び
第
九
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
基
幹
放
送
の
業
務
に
該

当
し
な
い
も
の
と
み
な
す
。

一

臨
時
目
的
放
送
又
は
多
重
放
送
に
よ
る
基
幹
放
送
の
業
務

二

デ
ー
タ
放
送
に
よ
る
衛
星
基
幹
放
送
の
業
務
で
あ
っ
て
、
専
ら
次
の
い
ず
れ
か
の
情
報
を
送
信
す
る
も
の

イ

放
送
番
組
の
配
列
を
示
す
情
報

ロ

放
送
法
施
行
規
則
第
七
条
第
一
項
第
六
号
に
規
定
す
る
情
報

２

日
本
放
送
協
会
又
は
放
送
大
学
学
園
を
申
請
者
と
す
る
申
請
者
等
は
、
第
八
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
各
号

に
適
合
す
る
も
の
と
み
な
す
。

附

則
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（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
放
送
法
及
び
電
波
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
九
十
六
号
）
の
施
行
の
日

か
ら
施
行
す
る
。

（
省
令
の
廃
止
）

第
二
条

次
に
掲
げ
る
省
令
は
、
廃
止
す
る
。

一

基
幹
放
送
の
業
務
に
係
る
表
現
の
自
由
享
有
基
準
に
関
す
る
省
令
（
平
成
二
十
三
年
総
務
省
令
第
八
十
二
号
）

二

基
幹
放
送
の
業
務
に
係
る
表
現
の
自
由
享
有
基
準
に
関
す
る
省
令
の
認
定
放
送
持
株
会
社
の
子
会
社
に
関
す
る
特
例
を

定
め
る
省
令
（
平
成
二
十
三
年
総
務
省
令
第
八
十
三
号
）

（
経
過
措
置
）

第
三
条

会
社
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
九
十
号
。
以
下
「
改
正
会
社
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行

の
日
が
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
後
と
な
る
場
合
に
は
、
改
正
会
社
法
の
施
行
の
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
第
二
条
の
規

定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
二
号
並
び
に
第
十
三
号
イ

及
び

中
「
指
名
委
員
会
等
設
置
会
社
」
と
あ
る
の
は
「
委

(2)

(3)

員
会
設
置
会
社
」
と
、
同
条
第
三
号
中
「
第
二
条
第
十
五
号
イ
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
条
第
十
五
号
」
と
す
る
。


